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Ⅵ 個人情報保護法の遵守等 
 

第１ 概要 

１ 労働者の募集を行う者及び募集受託者による個人情報の適正な取扱いについては、法第５条の

４及び第５１条の２において、募集に応じて労働者となろうとする者の個人情報の取扱いに関す

る規定及び業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせない義務に関する規定が設けら

れ、さらに、指針第４の１及び２において、募集に応じて労働者となろうとする者の個人情報の

取扱いに関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項が定められている。 

また指針第４の３において、労働者の募集を行う者及び募集受託者による個人情報の保護の一

層の促進等を図る見地から、法に基づく責務の一つとして、労働者の募集を行う者及び募集受託

者は、個人情報取扱事業者に該当する場合にあっては、個人情報保護法第４章第１節に規定する

義務を遵守しなければならないこととされるとともに、個人情報取扱事業者に該当しない場合で

あっても、個人情報取扱事業者に準じて、個人情報の適正な取扱いの確保に努めることとされて

いる。 

 

２ 個人情報保護法に違反した労働者の募集を行う者及び募集受託者については、個人情報保護法

に基づく助言等の対象になると同時に、法に基づく指導助言等の対象にもなり得るものである。 

 

３ 雇用管理に関する個人情報の取扱いについては、「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱い

を確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」（平成１６年厚生労働省告示第２５９号。

以下「雇用管理指針」という。第２の３参照。）に留意すること。 

 

第２ 個人情報保護法について 

１ 個人情報保護法における用語の定義等 

（１）個人情報（個人情報保護法第２条第１項） 

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月

日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合する

ことができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）をいう

ものであること。 

また、法第５条の４並びに指針第４の１及び２の措置の対象は、募集に応じて労働者になろ

うとする者の個人情報に限定されているが、個人情報保護法（指針第４の３を含む。）に基づ

く措置の対象については、募集に応じて労働者になろうとする者以外の者の個人情報（例：労

働者の募集を行う者が雇用する労働者の個人情報等）も対象となるものであることに留意する

こと。 
 

（２）個人情報データベース等（個人情報保護法第２条第２項及び個人情報保護法施行令第１条） 

「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの

をいうものであること。 

イ 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したも

の 

ロ イのほか、これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人

情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、

索引その他検索を容易にするためのものを有するもの 

 

 

（３）個人情報取扱事業者（個人情報保護法第２条第３項及び個人情報保護法施行令第２条） 

「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいうも

のであること。ただし、次に掲げる者を除くものであること。 

 

イ 国の機関 

ロ 地方公共団体 
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ハ 独立行政法人等（独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法

律第５９号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。） 

ニ 地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第１項に規

定する地方独立行政法人をいう。） 

ホ その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特

定の個人の数（当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報デ

ータベース等で個人情報として氏名又は住所若しくは居所（地図上又は電子計算機の映像面

上において住所又は居所の所在の場所を示す表示を含む。）若しくは電話番号のみが含まれる

場合であって、これを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個

人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の

数を除く。）の合計が過去６月以内のいずれの日においても５，０００を超えない者 

 

なお、ホの適用に関して、個人情報保護法施行令第２条の施行日（平成１５年１２月１０

日）の過去６月以内のいずれかの日において、当該特定の個人の数の合計が５，０００を超

えたことがある場合は、個人情報取扱事業者に該当するものであり、一方、５，０００を超

えたことがない場合は、個人情報取扱事業者に該当しないものであること。ただし、個人情

報取扱事業者に該当することとなった場合であっても、５，０００を超えない日が６月間継

続している場合には、当該６月を経過した日以降は、再び５，０００を超えるまで、個人情

報取扱事業者に該当しないものであること。また、個人情報取扱事業者に該当しないことと

なった場合であっても、５，０００を超えた場合には、当該日以降は、５，０００を超えな

い日が６月間継続するまで、個人情報取扱事業者に該当するものであること。 
 

（４）個人データ（個人情報保護法第２条第４項） 

「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいうものであること。 

 

（５）保有個人データ（個人情報保護法第２条第５項並びに個人情報保護法施行令第３条及び第４

条） 

「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用

の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、

次に掲げるもの又は６月以内に消去することとなるもの以外のものをいうものであること。 

イ 当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産

に危害が及ぶおそれがあるもの 

ロ 当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘

発するおそれがあるもの 

ハ 当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若し

くは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益

を被るおそれがあるもの 

ニ 当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公

共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの 

 

（６）本人（個人情報保護法第２条第６項） 

個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいうものである

こと。 

 

２ 個人情報保護法等の規定並びに労働者の募集を行う者及び募集受託者が講ずべき措置並びにそ

の主な留意点等 

労働者の募集を行う者及び募集受託者に課せられる義務に係る個人情報保護法並びに個人情報

保護法施行令の規定並びに労働者の募集を行う者及び募集受託者が講ずべき措置並びにその主な

留意点等は、それぞれ以下のとおりであること。 

 

（１）個人情報取扱事業者に該当する労働者の募集を行う者及び募集受託者 

労働者の募集を行う者及び募集受託者は、指針第４の３により、個人情報取扱事業者に該当

する場合には、個人情報保護法第４章第１節に規定する義務を遵守しなければならないことと

されていること。具体的には、個人情報取扱事業者に該当する労働者の募集を行う者及び募集
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受託者は、次に掲げる措置を講じなければならないこと。 

 

イ 利用目的の特定（個人情報保護法第１５条関係） 

（イ）個人情報保護法等の規定 

①  個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的（以下「利

用目的」という。）をできる限り特定しなければならないこと。 

②  個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関

連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならないこと。 

（ロ）講ずべき措置及びその主な留意点等 

① （イ）の①の個人情報の利用目的の特定に当たっては、単に抽象的、一般的に特定す

るのではなく、可能な限り、具体的、個別的に特定するとともに、当該個人情報の本人

からみて、自らの個人情報の利用される範囲が合理的に予想できる程度に特定すること

が必要であること。 

②   労働者の募集を行う者及び募集受託者にあっては、法第５条の４第１項並びに指針第

４の１の（１）及び（４）により、労働者募集の目的の達成に必要な範囲内でのみ募集

に応じて労働者になろうとする者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内

でのみこれを保管し、及び使用することが原則とされていること。 

このため、労働者募集の実施に伴い収集等される募集に応じて労働者になろうとする

者の個人情報については、法第５条の４第１項ただし書及び指針第４の１の（４）のた

だし書に該当する場合（他の保管若しくは使用の目的を示して本人の同意を得た場合又

は他の法律に定めのある場合）を除き、「労働者募集業務（労働者を雇用しようとする

者が、自ら又は他人に委託して、労働者となろうとする者に対し、その被用者となるこ

とを勧誘する業務）」として利用目的を特定すべきものであり、その変更も基本的に想

定されないものであること。 

③  なお、法及び指針においては、法第５条の４第１項ただし書及び指針第４の１の(4)

のただし書に該当する場合は、労働者募集の実施に伴い収集等される募集に応じて労働

者になろうとする者の個人情報の労働者募集業務以外の目的での利用も可能となって

いるが、この場合にあっても、（イ）の①のとおり、その利用目的をできる限り特定す

る必要があること。 

 

ロ 利用目的による制限（個人情報保護法第１６条関係） 

（イ）個人情報保護法等の規定 

① 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、(1)により特定された利用

目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならないこと。 

② 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を

承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、

承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を

取り扱ってはならないこと。 

③ ①及び②は、次に掲げる場合については、適用しないこと。 

（ａ）法令に基づく場合 

（ｂ）人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得

ることが困難であるとき。 

（ｃ） 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であっ

て、本人の同意を得ることが困難であるとき。  

（ｄ）国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当

該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

（ロ）講ずべき措置及びその主な留意点等 

法及び指針においては、法第５条の４第１項ただし書及び指針第４の１の（４）のただし

書に該当する場合（他の保管若しくは使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法

律に定めのある場合）を除き、労働者募集の実施に伴い収集等される募集に応じて労働者に

なろうとする者の個人情報については、労働者募集業務に利用目的が限定されるものであり、
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当該利用目的の達成に必要な範囲を超えた利用は、基本的に想定されないものであること。 

 

ハ 適正な取得（個人情報保護法第１７条関係） 

（イ）個人情報保護法等の規定 

個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならないこ

と。 

（ロ）講ずべき措置及びその主な留意点等 

労働者の募集を行う者及び募集受託者は、指針第４の１の（２）により、募集に応じて

労働者になろうとする者の個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の

同意の下で本人以外の者から収集する等適法かつ公正な手段によることとされているもの

であること。 

① 個人情報保護法等の規定 

個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならないこ

と。 

② 新たに講ずべき措置及びその主な留意点等 

職業紹介事業者は、既に指針第４の１の(2)により、求職者の個人情報を収集する際に

は、本人から直接収集し、又は本人の同意の下で本人以外の者から収集する等適法かつ公

正な手段によることとされているものであること。 

 

ニ 取得に際しての利用目的の通知等（個人情報保護法第１８条関係） 

（イ）個人情報保護法等の規定 

① 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表し

ている場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければなら

ないこと。 

② 個人情報取扱事業者は、①にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契

約書その他の書面（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記録を含む。以下②及び（ロ）の②において同じ。）に記載された

当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個

人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければなら

ないこと。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、こ

の限りでないこと。 

③ 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本

人に通知し、又は公表しなければならないこと。 

④ ①から③までは、次に掲げる場合については、適用しないこと。 

（ａ）利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財

産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

（ｂ）利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又

は正当な利益を害するおそれがある場合 

（ｃ）国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要

がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂

行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

（ｄ）取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合 

（ロ）講ずべき措置及びその主な留意点等 

取得に際しての利用目的の通知等について、具体的には、特に以下の点について留意す

べきこと。 

① （イ）の①のとおり、個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじ

めその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、

又は公表することとされていることから、労働者の募集を行う者及び募集受託者にあっ

ては、あらかじめその利用目的を公表しておくことが望ましいものであること。なお、

この「公表」は、一定の方式によることが必要である要式行為ではないが、例えば、ホ

ームページへの掲載、事業所の窓口等への掲示・備付け、パンフレット等の配布等が考
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えられるものであること。 

（イ）の①の「個人情報を取得した場合」とは、労働者募集への応募による個人情報

の取得のほか、例えば、以下のような場合も含まれることに特に留意すること。 

（ａ）インターネット上で本人が自発的に公表している個人情報を取得した場合 

（ｂ）インターネット、官報、職員録等から個人情報を取得した場合 

（ｃ）電話による問い合わせやクレームのように本人により自発的に提供される個人情

報を取得した場合 

（ｄ）個人情報の第三者提供を受けた場合 

② また、（イ）の②のとおり、個人情報取扱事業者は、（イ）の①にかかわらず、本人と

の間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面に記載された当該本人の個人

情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得

する場合は、あらかじめ、当該本人に対し、その利用目的を明示しなければならないこ

ととされていることに留意すべきこと。 

③ なお、募集に係る「応募票」等により直接当該本人から個人情報を取得する場合につ

いては、当該個人情報が労働者募集業務に利用されることが明らかであることから、

（イ）の④の（ｄ）の「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」

に該当するものとして、（イ）の①及び②の利用目的の通知等の対象となるものではな

いこと。一方、アンケート調査票等に記載された個人情報を労働者募集業務に利用する

場合にあっては、（イ）の④の（ｄ）に該当するものではなく、（イ）の①又は②による

利用目的の通知等が必要となるものであること。 

ただし、トラブル防止等の観点からは、応募票、アンケート調査票等本人から直接個

人情報を取得する書面には、当該書面により取得される個人情報の利用目的を併せて記

載する等により、当該利用目的が明示されるようにしておくことが望ましいものである

こと。 

④ （イ）の③のとおり、個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更され

た利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならないこととされているが、

この利用目的の変更は、イの（イ）の②のとおり、変更前の利用目的と相当の関連性を

有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならないものであること。 

なお、労働者募集の実施に伴い収集等される募集に応じて労働者になろうとする者の

個人情報については、イの（ロ）の②のとおり、利用目的の変更は基本的に想定されな

いものであること。 

⑤ （イ）の①から③までにかかわらず、（イ）の④の（ａ）から（ｄ）までに掲げる場

合には、利用目的の通知等を行うことは要しないものとされていること。例えば、一般

の慣行として名刺を交換する場合において、取得した個人情報の利用目的が「今後の連

絡のため」であるとき、①の（ｃ）のような場合において、取得した個人情報の利用目

的が「問い合わせ等に回答するため」であるとき等については、（イ）の④の（ｄ）の

「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」に該当するものと考

えられることから、このような場合には利用目的の通知等の対象となるものではないこ

と。ただし、当該名刺等により取得した個人情報をその他の目的に転用する場合には、

「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」とはいえず、個人情

報取扱事業者は、（イ）の①又は②のとおり、利用目的の通知等をする必要があること。 

 

ホ データ内容の正確性の確保（個人情報保護法第１９条関係） 

（イ）個人情報保護法等の規定 

個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確か

つ最新の内容に保つよう努めなければならないこと。 

（ロ）講ずべき措置及びその主な留意点等 

労働者の募集を行う者及び募集受託者は、法第５条の４第２項及び指針第４の２の（１）  

のイにより、その保管又は使用に係る募集に応じて労働者になろうとする者の個人情報に

関し、募集に応じて労働者になろうとする者の個人情報を目的に応じ必要な範囲において
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正確かつ最新のものに保つための措置を適切に講ずることとされているものであること。 

なお、これらは、保有する個人データを一律に最新化することを求めるものではなく、

それぞれの利用目的に応じて、その必要な範囲内で正確性・最新性を確保することを求め

るものであること。また、（イ）の趣旨を踏まえると、不要となった個人情報は廃棄又は

削除するなど、特に指針第４の２の（１）のニの措置が重要となることに留意すべきこと。 

 

ヘ 安全管理措置（個人情報保護法第２０条関係） 

（イ）個人情報保護法等の規定 

個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他

の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならないこと。  

（ロ）講ずべき措置及びその主な留意点等 

労働者の募集を行う者及び募集受託者は、法第５条の４第２項並びに指針第４の２の

（１）のロ、ハ及びニ並びに（２）により、その保管又は使用に係る募集に応じて労働者

になろうとする者の個人情報に関し、募集に応じて労働者になろうとする者の個人情報の

紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置を適切に講ずること等とされているものであ

ること。 

① 個人情報保護法等の規定 

個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その

他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならないこと。  

② 新たに講ずべき措置及びその主な留意点等 

職業紹介事業者は、既に法第５条の４第２項並びに指針第４の２の(1)のロ、ハ及びニ、

(2)並びに(3)のイ及びロにより、その保管又は使用に係る求職者の個人情報に関し、求

職者の個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置を適切に講ずること等と

されているものであること。 

 

ト 従業者の監督（個人情報保護法第２１条関係） 

（イ）個人情報保護法等の規定 

個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人

データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければ

ならないこと。 

（ロ）講ずべき措置及びその主な留意点等 

① 労働者の募集を行う者及び募集受託者は、法第５条の４第２項並びに指針第４の２の

（１）のロ、ハ及びニ並びに（２）を遵守するほか、個人情報を取り扱う者に対する研修

等教育訓練に関する事項等を含む個人情報の適正な管理についての規程を作成し、これを

遵守することが望ましいこと。 

② 「従業者」とは、個人情報取扱事業者の組織内にあって直接間接に事業主の指揮監督を

受けて事業主の業務に従事している者をいい、事業主と雇用関係にある労働者（正社員、

契約社員、嘱託社員、パート社員、アルバイト社員等）のみならず、その指揮命令の下に

労働させる派遣労働者、取締役等も含まれるものであること。 

 

チ 委託先の監督（個人情報保護法第２２条関係） 

（イ）個人情報保護法等の規定 

個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱

いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適

切な監督を行わなければならないこと。 

（ロ）講ずべき措置及びその主な留意点等 

① 指針第４の２の（２）の「厳重な管理」等には、委託先の監督も当然に含まれるもので

あるが、（イ）のとおり、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、当該委

託者である個人情報取扱事業者は、当該委託先に対する監督責任を有することが明確にさ

れたものであること。 

② 「必要かつ適切な監督」には、委託先が行うべき必要かつ適切な安全管理措置の内容を
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委託契約に盛り込むこと、当該安全管理措置の内容が遵守されていることを定期的に確認

すること等が含まれるものであること。 

 

リ 第三者提供の制限（個人情報保護法第２３条関係） 

（イ）個人情報保護法等の規定 

① 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、

個人データを第三者に提供してはならないこと。 

（ａ）法令に基づく場合 

（ｂ）人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得る

ことが困難であるとき。 

（ｃ） 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき。 

（ｄ）国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行す

ることに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事

務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

② 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて

当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であ

って、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る

状態に置いているときは、①にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することがで

きること。 

（ａ）第三者への提供を利用目的とすること。 

（ｂ）第三者に提供される個人データの項目 

（ｃ）第三者への提供の手段又は方法 

（ｄ）本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止するこ

と。 

③ 個人情報取扱事業者は、②の（ｂ）又は（ｃ）に掲げる事項を変更する場合は、変更す

る内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなけ

ればならないこと。 

④ 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、①から③までの適用に

ついては、第三者に該当しないものとすること。 

（ａ）個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの

全部又は一部を委託する場合 

（ｂ）合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合 

（ｃ）個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同し

て利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及

び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、

本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。 

⑤ 個人情報取扱事業者は、④の（ｃ）の利用する者の利用目的又は個人データの管理につ

いて責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あら

かじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならないこと。 

（ロ）講ずべき措置及びその主な留意点等 

① 同一事業主内での他部門への個人データの提供は、「第三者提供」に該当しないが、親

子会社間、グループ会社間等での個人データの交換については、「第三者提供」に該当す

るものであること。また、募集受託者が労働者募集の目的の達成に必要な範囲において募

集に応じて労働者になろうとする者の個人データを取得し、募集委託者に当該個人データ

を提供することは、（イ）の④の（ａ）に該当し、「第三者提供」に該当しないこと。 

② （イ）の①の（ａ）から（ｄ）までに該当しない場合において、あらかじめ本人の同意

を得ることが困難な第三者提供を行おうとするときは、個人情報取扱事業者は、必ず、（イ）

の②の措置を講じる必要があることに留意すること。なお、（イ）の②の「本人が容易に

知りうる状態」とは、例えば、ホームページへの掲載、事業所の窓口等への掲示・備付け
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等の「公表」が継続的に行われている状態をいうものであること。また、（イ）の②の「個

人データの第三者への提供を停止する」とは、当該個人データの新たな第三者提供を停止

することをいうものであり、既に第三者に提供された個人データの回収まで求めるもので

はないこと。 

③ （イ）の②の措置を講じていない場合において、（イ）の①の（ａ）から（ｄ）までに

該当しない場合に第三者提供を行うときにあっては、個人情報取扱事業者は、（イ）の①

により、あらかじめ、第三者に提供される個人データに係る本人の同意を得ることが必要

となるものであること。この場合においては、例えば、労働者募集に係る応募票等に同意

欄を設けること等により、確実に本人から同意を得るようにすることが必要となるもので

あること。なお、この「同意」の取得の方法は、特段の要式行為とされているものではな

いが、トラブル防止等の観点からも、書面による取得など事後に「同意」の事実を確認で

きるような形で行うことが望ましいものであること。 

 

ヌ 保有個人データに関する事項の公表等（個人情報保護法第２４条及び個人情報保護法施行令

第５条関係） 

（イ）個人情報保護法等の規定 

① 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り

得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。）に置かなければならない

こと。 

（ａ）当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称 

（ｂ）すべての保有個人データの利用目的（ニの（イ）の④の（ａ）から（ｃ）までに該

当する場合を除く。） 

（ｃ）②、ルの（イ）の①、ヲの（イ）の①又はワの（イ）の①若しくは②による求めに

応じる手続（タの（イ）の②により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含

む。） 

（ｄ）当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先 

（ｅ）当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合にあって

は、当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先 

② 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の

通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならないこと。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでないこと。 

（ａ）①により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合 

（ｂ）ニの（イ）の④の（ａ）から（ｃ）までに該当する場合 

③ 個人情報取扱事業者は、②に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない

旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならないこと。 

（ロ）講ずべき措置及びその主な留意点等 

① 労働者の募集を行う者及び募集受託者は、（イ）の①により、個人情報取扱事業者にあ

っては、保有個人データに関し、当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称、その利用目的

（イの（イ）の①により特定された利用目的）、開示等の求めに応じる手続等について、

本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。）に置くべきこ

とが義務付けられていること。 

② なお、（イ）の①の「本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合

を含む。）」とは、例えば、ホームページへの掲載、事業所の窓口等への掲示・備付け等の

「公表」が継続的に行われている状態、問い合わせ窓口において問い合わせに対応できる

状態等をいうものであること。 

 

ル 開示（個人情報保護法第２５条及び個人情報保護法施行令第６条関係） 

（イ）個人情報保護法等の規定 

① 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示（当該

本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下
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同じ。）を求められたときは、本人に対し、書面の交付による方法（開示の求めを行った

者が同意した方法があるときは、当該方法）により、遅滞なく、当該保有個人データを開

示しなければならないこと。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、

その全部又は一部を開示しないことができること。 

（ａ）本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

（ｂ）当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場

合 

（ｃ）他の法令に違反することとなる場合 

② 個人情報取扱事業者は、①に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について

開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければなら

ないこと。 

③ 他の法令の規定により、本人に対し①の本文に規定する方法に相当する方法により当該

本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、

当該全部又は一部の保有個人データについては、①は、適用しないこと。  

（ロ）講ずべき措置及びその主な留意点等 

① 労働者募集を行う者及び募集受託者は、（イ）の①により、個人情報取扱事業者にあっ

ては、本人の求めに応じて保有個人データの開示を行うべきことが義務付けられているこ

と。 

② 個人情報取扱事業者は、特に以下の点に留意しつつ、当該開示の求めに十分に対応でき

るよう必要な体制整備等を図ることが重要であること。 

（ａ）（イ）の①の（ａ）から（ｃ）までに該当しない場合には、書面の交付による方法

（開示の求めを行った者が同意した方法があるときは、当該方法）により、遅滞なく、

当該保有個人データを開示することが必要であること。 

（ｂ）当該開示の求めに係る保有個人データの全部又は一部について開示しないこととし

たときは、当該本人に対し、遅滞なく、その旨を通知することが必要であること。 

③ 保有個人データの中に能力評価等の情報が含まれている場合であって、開示することに

より労働者募集の業務の実施に著しい支障を及ぼすおそれがあるときについては、（イ）

の①の（ｂ）の「当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそ

れがある場合」に該当し得るものであること。 

 

ヲ 訂正等（個人情報保護法第２６条関係） 

（イ）個人情報保護法等の規定 

① 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実

でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除（以下ヲにお

いて「訂正等」という。）を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の

規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内にお

いて、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正

等を行わなければならないこと。 

② 個人情報取扱事業者は、①に基づき求められた保有個人データの内容の全部若しくは一

部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対

し、遅滞なく、その旨（訂正等を行ったときは、その内容を含む。）を通知しなければな

らないこと。 

（ロ）講ずべき措置及びその主な留意点等 

① 労働者の募集を行う者及び募集受託者は、（イ）の①により、個人情報取扱事業者にあ

っては、一定の場合に、本人の求めに応じて保有個人データの内容の訂正等を行うべきこ

とが義務付けられていること。 

② 個人情報取扱事業者は、特に以下の点に留意しつつ、当該訂正等の求めに十分に対応で

きるよう必要な体制整備等を図ることが重要であること。 

（ａ）他の法令により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範

囲において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内
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容の訂正等を行うことが必要であること。 

（ｂ）当該訂正等の求めに係る保有個人データの内容の全部又は一部について訂正等を行っ

たとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、当該本人に対し、遅滞なく、そ

の旨（訂正等を行ったときは、その内容を含む。）を通知することが必要であること。 
（ｃ）本人が訂正等の求めを行うことができるのは、当該本人に係る「保有個人データの内

容が事実でないという理由」がある場合に限られるものであり、当該訂正等の求めを行

う本人は、その理由があることについての客観的にみて合理的な説明を行う必要がある

こと。 

 

ワ 利用停止等（個人情報保護法第２７条関係） 

（イ）個人情報保護法等の規定 

① 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データがロの（イ）

に違反して取り扱われているという理由又はハの（イ）に違反して取得されたものである

という理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去（以下ワにおいて「利用

停止等」という。）を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したと

きは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等

を行わなければならないこと。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を

要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護

するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでないこと。 

② 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データがリの（イ）

の①に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三

者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したとき

は、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならないこと。た

だし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第

三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要

なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでないこと。 

③ 個人情報取扱事業者は、①に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部につ

いて利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は②

に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止

したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞

なく、その旨を通知しなければならないこと。 

（ロ）講ずべき措置及びその主な留意点等 

① 労働者の募集を行う者及び募集受託者は、（イ）の①及び②により、個人情報取扱事業

者にあっては、一定の場合に、本人の求めに応じて保有個人データの利用停止等又は第三

者への提供の停止を行うべきことが義務付けられていること。 

② 個人情報取扱事業者は、特に以下の点に留意しつつ、当該利用停止等又は第三者への提

供の停止の求めに十分に対応できるよう必要な体制整備等を図ることが重要であること。 

（ａ）利用停止等又は第三者への提供の停止が困難な場合であって、本人の権利利益を保

護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときを除き、当該利用停止等又は第三

者への提供の停止の求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために

必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行い、又は遅滞なく、

当該保有個人データの第三者への提供の停止を行うことが必要であること。 

（ｂ）当該利用停止等若しくは第三者への提供の停止の求めに係る保有個人データの全部

若しくは一部について利用停止等若しくは第三者への提供の停止を行ったとき、又は

利用停止等若しくは第三者への提供の停止を行わない旨の決定をしたときは、当該本

人に対し、遅滞なく、その旨を通知することが必要であること。 

（ｃ）本人が利用停止等の求めを行うことができるのは、当該本人に係る「保有個人デー

タがロの（イ）に違反して取り扱われているという理由又はハの（イ）に違反して取

得されたものであるという理由」がある場合に限られるものであり、また、本人が第

三者への提供の停止の求めを行うことができるのは、当該本人に係る「保有個人デー
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タがリの（イ）の①に違反して第三者に提供されているという理由」がある場合に限

られるものであること。当該利用停止等又は第三者への提供の停止の求めを行う本人

は、その理由があることについての客観的にみて合理的な説明を行う必要があること。 

 

カ 理由の説明（個人情報保護法第２８条関係） 

（イ）個人情報保護法等の規定 

個人情報取扱事業者は、ヌの（イ）の③、ルの（イ）の②、ヲの（イ）の②又は（ワ）の

（イ）の③により、本人から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない

旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その

理由を説明するよう努めなければならないこと。 

（ロ）新たに講ずべき措置及びその主な留意点等 

（イ）の理由の説明については、努力義務であるが、指針において明示的に求められてい

ない手続であるので十分留意する必要があること。 

 

ヨ 開示等の求めに応じる手続（個人情報保護法第２９条並びに個人情報保護法施行令第７条及

び第８条関係） 

（イ）個人情報保護法等の規定 

① 個人情報取扱事業者は、ヌの（イ）の②、ルの（イ）の①、ヲの（イ）の①又はワの（イ）

の①若しくは②による求め（以下ヨにおいて「開示等の求め」という。）に関し、その求

めを受け付ける方法として次に掲げる事項を定めることができること。この場合において、

本人は、当該方法に従って、開示等の求めを行わなければならないこと。 

（ａ）開示等の求めの申出先 

（ｂ）開示等の求めに際して提出すべき書面（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られる記録を含む。）の様式その他の開示

等の求めの方式 

（ｃ）開示等の求めをする者が本人又は③の代理人であることの確認の方法 

（ｄ）タの（イ）の①の手数料の徴収方法 

② 個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の求めに関し、その対象となる保有個人デ

ータを特定するに足りる事項の提示を求めることができること。この場合において、個人

情報取扱事業者は、本人が容易かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、当該保

有個人データの特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとら

なければならないこと。 

③ 開示等の求めは、次に掲げる代理人によってすることができること。 

（ａ）未成年者又は成年被後見人の法定代理人 

（ｂ）開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人 

④ 個人情報取扱事業者は、①から③までに基づき開示等の求めに応じる手続を定めるに当

たっては、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならないこと。 

（ロ）講ずべき措置及びその主な留意点等 

開示等の求めは代理人によってすることができることとされていることにも留意すること。 
 

タ 手数料（個人情報保護法第３０条関係） 

（イ）個人情報保護法等の規定 

① 個人情報取扱事業者は、ヌの（イ）の②による利用目的の通知又はルの（イ）の①によ

る開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができること。 

② 個人情報取扱事業者は、①により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であ

ると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならないこと。 

（ロ）講ずべき措置及びその主な留意点等 

① （イ）の手数料については、これまで指針において特段の定めがなかったものであり、

当該手数料を設けるか否かは、最終的に各事業者の判断に委ねられるものであるが、手数

料を設定し、これを徴収することができるのは、（イ）の①のとおり、ヌの（イ）の②に
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よる利用目的の通知又はルの（イ）の①による開示の場合に限られるものであることに留

意する必要があること。 

② 手数料を定める場合にあっては、（イ）の②のとおり、実費を勘案して合理的であると

認められる範囲内で定めるとともに、ヌの（イ）の①の（ｃ）により、これを本人の知り

得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。）に置かなければならない

ことに留意すること。 

 

レ 個人情報取扱事業者による苦情の処理（個人情報保護法第３１条関係） 

（イ）個人情報保護法等の規定 

① 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めな

ければならないこと。  

② 個人情報取扱事業者は、①の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければな

らないこと。 

（ロ）講ずべき措置及びその主な留意点等 

労働者の募集を行う者及び募集受託者は、苦情の適切かつ迅速な処理に努めていくことが

必要であること。 

 

（２）個人情報取扱事業者に該当しない労働者の募集を行う者及び募集受託者 

労働者の募集を行う者及び募集受託者は、指針第４の３により、個人情報取扱事業者に該当し

ない場合であっても、個人情報取扱事業者に準じて、個人情報の適正な取扱いの確保に努めるこ

ととされていること。 

なお、法第５条の４及び指針第４の１及び２に定める募集に応じて労働者になろうとする者の

個人情報の取扱いに係る規定については、個人情報取扱事業者に該当しない労働者の募集を行う

者及び募集受託者であっても、遵守する必要があるものであること。 

 

 

 ３ 雇用管理指針 

個人情報の取扱いのうち雇用管理に関する個人情報に係る取扱いについては、以下の雇用管理指

針が適用されるので、併せて留意すること。 

 

 

雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指

針（平成１６年７月１日厚生労働省告示第２５９号） 
 
第１ 趣旨 

この指針は、個人情報の保護に関する法律（以下「法」という。）に定める事項に関し、

雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置につい

て、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものである。 
   なお、雇用管理に関する個人情報については、本指針によるほか、当該個人情報取扱事業

者が行う事業を所管する大臣等が策定した指針その他の必要な措置に留意するものとする。  
 
第２ 用語の定義 
   法第２条に定めるもののほか、この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 
１ 事業者 法第２条第３項に規定する個人情報取扱事業者のうち雇用管理に関する個人

情報を取り扱う者をいう（第四に規定する場合を除く。）。  
２ 労働者等 前号に規定する事業者に使用されている労働者、前号に規定する事業者に使

用される労働者になろうとする者及びなろうとした者並びに過去において事業者に使用

されていた者をいう。  
  
第３ 事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項 

１ 法第１５条に規定する利用目的の特定に関する事項 
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    事業者は利用目的の特定に当たっては、単に抽象的、一般的に特定するのではなく、労

働者等本人が、取得された当該本人の個人情報が利用された結果が合理的に想定できる程

度に、具体的、個別的に特定すること。  
２ 法第１６条及び法第２３条第１項に規定する本人の同意に関する事項 

    事業者が労働者等本人の同意を得るに当たっては、当該本人に当該個人情報の利用目的

を通知し、又は公表した上で、当該本人が口頭、書面等により当該個人情報の取扱いにつ

いて承諾する意思表示を行うことが望ましいこと。  
３ 法第２０条に規定する安全管理措置及び法第２１条に規定する従業者の監督に関する

事項 
    事業者は、雇用管理に関する個人データの安全管理のために次に掲げる措置を講ずるよ

うに努めるものとすること。 
（１）雇用管理に関する個人データを取り扱う従業者及びその権限を明確にした上で、その

業務を行わせること。  
（２）雇用管理に関する個人データは、その取扱いについての権限を与えられた者のみが業

務の遂行上必要な限りにおいて取り扱うこと。  
（３）雇用管理に関する個人データを取り扱う者は、業務上知り得た個人データの内容をみ

だりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。その業務に係る職

を退いた後も同様とすること。  
（４）雇用管理に関する個人データの取扱いの管理に関する事項を行わせるため、当該事項

を行うために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから個人データ

管理責任者を選任すること。  
（５）雇用管理に関する個人データ管理責任者及び個人データを取り扱う従業者に対し、そ

の責務の重要性を認識させ、具体的な個人データの保護措置に習熟させるため、必要な

教育及び研修を行うこと。  
  

４ 法第２２条に規定する委託先の監督に関する事項 
    事業者は、雇用管理に関する個人データの取扱いの委託に当たって、次に掲げる事項に

留意するものとすること。 
（１）個人情報の保護について十分な措置を講じている者を委託先として選定するための基

準を設けること。  
（２）委託先が委託を受けた個人データの保護のために講ずべき措置の内容が委託契約にお

いて明確化されていること。具体的な措置としては、以下の事項が考えられること。 
イ 委託先において、その従業者に対し当該個人データの取扱いを通じて知り得た個人

情報を漏らし、又は盗用してはならないこととされていること。  
ロ 当該個人データの取扱いの再委託を行うに当たっては、委託元へその旨文書をもっ

て報告すること。  
ハ 委託契約期間等を明記すること。  
ニ 利用目的達成後の個人データの返却又は委託先における破棄若しくは削除が適切

かつ確実になされること。  
ホ 委託先における個人データの加工（委託契約の範囲内のものを除く。）、改ざん等を

禁止し、又は制限すること  
ヘ 委託先における個人データの複写又は複製（安全管理上必要なバックアップを目的

とするもの等委託契約範囲内のものを除く。）を禁止すること。  
ト 委託先において個人データの漏えい等の事故が発生した場合における委託元への

報告義務を課すこと。  
チ 委託先において個人データの漏えい等の事故が発生した場合における委託先の責

任が明確化されていること。  
  

５ 法第２３条に規定する第三者提供に関する事項 
事業者は、雇用管理に関する個人データの第三者への提供（法第２３条第１項第１号か

ら第４号までに該当する場合を除く。）に当たって、次に掲げる事項に留意するものとす

ること。 
（１）提供先において、その従業者に対し当該個人データの取扱いを通じて知り得た個人情

報を漏らし、又は盗用してはならないこととされていること。  
（２）当該個人データの再提供を行うに当たっては、あらかじめ文書をもって事業者の了承



 36 

を得ること。但し、当該再提供が、法第２３条第１項第１号から第４号までに該当する

場合を除く。  
（３）提供先における保管期間等を明確化すること。  
（４）利用目的達成後の個人データの返却又は提供先における破棄若しくは削除が適切かつ

確実になされること。  
（５）提供先における個人データの複写及び複製（安全管理上必要なバックアップを目的と

するものを除く。）を禁止すること。  
  

６ 法第２５条第一項に規定する保有個人データの開示に関する事項 
事業者は、あらかじめ、労働組合等と必要に応じ協議した上で、労働者等本人から開示

を求められた保有個人データについて、その全部又は一部を開示することによりその業務

の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合に該当するとして非開示とするこ

とが想定される保有個人データの開示に関する事項を定め、労働者等に周知させるための

措置を講ずるよう努めなければならないこと。  
７ 法第２９条第２項に規定する本人の利便を考慮した適切な措置に関する事項 

事業者は、労働者等からの雇用管理に関する個人データの開示等の求めができるだけ円

滑に行われるよう、閲覧の場所及び時間等について十分配慮すること。  
 

８ 法第３１条に規定する苦情の処理に関する事項 
事業者は、雇用管理に関する個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理を行

うため苦情及び相談を受け付けるための窓口の明確化等必要な体制の整備に努めること。  
  

９ その他事業主等が雇用管理に関する個人情報の適切な取扱いを確保するための措置を

行うに当たって配慮すべき事項 
（１）事業者は、６に定める保有個人データの開示に関する事項その他雇用管理に関する個

人情報の取扱いに関する重要事項を定めるときは、あらかじめ労働組合等に通知し、必

要に応じて、協議を行うことが望ましいものであること。  
（２）事業者は、９の（１）の重要事項を定めたときは、労働者等に周知することが望まし

いものであること。  
  
 第４ 個人情報取扱事業者以外の事業者による雇用管理に関する個人情報の取扱い 

法第２条第３項に規定する個人情報取扱事業者以外の事業者であって、雇用管理に関する

個人情報を取り扱う者は、第３に準じて、その適正な取扱いの確保に努めること。 
 


